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デミング賞，日本品質奨励賞受賞一覧

■デミング賞大賞
2017　SCG ロジスティクスマネジメント㈱［タイ］
2018　㈱キャタラー
2019　トヨタ自動車九州㈱
2021　㈱オティックス
2023　CEAT ㈱［インド］

■デミング賞本賞
2016　大久保尚武氏（積水化学工業㈱）
2017　中條武志氏（中央大学）
2018　大沼邦彦氏（日立オートモーティブシステムズ㈱）
2019　永田　靖氏（早稲田大学）
2020　佐々木眞一氏（日科技連／トヨタ自動車㈱）
2021　椿　広計氏（情報・システム研究機構／統計数理

研究所）
2022　棟近雅彦氏（早稲田大学）
2023　小原好一氏（前田建設工業㈱）
2024　小笠原　浩氏（㈱安川電機）
2025　大橋徹二氏（㈱小松製作所）

■デミング賞普及・推進功労賞（海外）
2019　ヴェヌ・スリニヴァサン氏［インド］ 
2022　L・ガネシュ氏［インド］

品質革新賞／TQM 実践賞　＊ 2024 年にリニューアルして改称

2016　㈱エィ・ダブリュ・ソフトウェア，積水化学工業
㈱

2017　㈱眞栄，リコーテクノロジーズ㈱ 第二設計本部
2018　丸善石油化学㈱ 機能化学品部／研究所（機能性樹

脂関連部署）
2020　㈱ IHI エスキューブ
2021　大和リース㈱ 生産・デポ推進部 デポ及び工場
2022　パナソニック オートモーティブシステムズ㈱ イ

ンフォテインメントシステムズ事業部 IVI システ
ムズビジネスユニット及びパナソニック ITS ㈱

2025　㈱エス・ディ・ロジ 信頼性保証室，グリコマニュ
ファクチャリングジャパン㈱ワンオペレーション
部および鳥取工場，独立行政法人国立病院機構 埼
玉病院，ジャパンフィルター㈱，㈲中央バフ製作所，
㈱ TMJ 東日本事業本部東日本第３事業部第３セ
ンター

■デミング賞
2016　アショック レイランド㈱パントナガール工場［インド］，

トヨタ自動車九州㈱，㈱丸和電子化学
2017　アショック レイランド㈱ホズールユニットⅡ［インド］，

CEAT ㈱［インド］
2018　アイホン㈱，インダスタワーズ㈱［インド］，㈱オティッ

クス，海洋王照明科技股份有限公司［中国］，㈱コマツイ
ンドネシア［インドネシア］，JSW スチール㈱ヴィジャヤ
ナガル製鉄所［インド］，スンダラムファスナーズ㈱［イ
ンド］，トヨタホーム㈱，ラネ・NSK ステアリングシステ
ムズ㈱［インド］

2019　エルジーイクイップメンツ㈱［インド］，シロキ工業㈱，
シーメンスガメサリニューアブルパワー㈱インド製造事
業部［インド］，JSW スチール㈱セイラム製鉄所［インド］，
ラーセンアンドトゥブロ㈱電動規格製品戦略部門・新製
品開発部門［インド］

2020　アート金属工業㈱
2021　トヨタ紡織㈱刈谷工場およびユニット生技センター
2022　㈱麻生　飯塚病院，アポロ・タイヤ㈱チェンナイ工場［インド］，科特拉（無錫）汽車環保科技有限公司［中国］
2023　キャタラーノースアメリカ㈱［アメリカ］，CPRAM ㈱（ラートクラバン）［タイ］，バンコックコマツ㈱［タイ］
2024　タタ・オートコンプシステムズ㈱複合製品事業部［インド］，タタ・パワーデリーディストリビューション㈱［インド］，タタ・

フィコサ・オートモーティブシステムズ㈱［インド］，DMG 森精機㈱伊賀事業所
2025　グローバル・インディアン・インターナショナル・スクール，トウキョウ，タタ・オートコンプ・ヘンドリクソン・サスペンショ

ンズ㈱［インド］

■日本品質奨励賞
TQM 奨励賞
2016　㈱光栄，澤藤電機㈱
2017　㈱伊那セキソー，エイベックス㈱，大豊精機㈱，㈱丸開

鉄工，㈱マルヤス・セキソー東北
2018　トヨタ紡織㈱刈谷工場，トヨタ紡織㈱猿投工場，㈱中野

製作所
2019　小橋工業㈱，㈱島田鉄工，トヨタ紡織九州㈱
2020　アクシアル リテイリング㈱，河野光学レンズ㈱，㈱明電

舎 プラント建設本部
2021　日電精密工業㈱
2022　関工業㈱
2024　㈱神戸製鋼所 素形材事業部門 銅板ユニット
2025　松本工業㈱

＊組織名，個人の所属は受賞当時のものを掲示した．
＊組織名，個人の末尾の［　］は海外受賞組織・受賞者の受賞当時の国・地域を掲示した．
＊デミング賞は年度賞

■デミング賞特別功労・実践賞　＊ 2024 年度に新設
2024　新藤久和氏（山梨大学名誉教授），プレム・モトワ

ニ氏（ジャワハルラール・ネルー大学）［インド］，
光藤義郎氏（日科技連）

2025　安藤之裕氏（日科技連），デビッド・ハッチンス氏 
（デビッド・ハッチンス・イノベーション社）［イ
ギリス］
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主要事業参加者数の推移

役員のための品質経営セミナー（役員） 品質管理セミナー部課長コース（MC ／実 MC） 品質管理セミナーベーシックコース（BC）

実施回数 参加人数 累積人数 実施回数 参加人数 累積人数 実施回数 参加人数 累積人数

2015 2 55 11,040 4 67 39,101 2 168 33,893

2016 2 58 11,098 3 50 39,151 2 174 34,067

2017 2 55 11,153 3 55 39,206 2 149 34,216

2018 2 53 11,206 3 66 39,272 2 183 34,399

2019 2 43 11,249 3 42 39,314 2 171 34,570

2020 2 19 11,268 1   6 39,320 1   95 34,665

2021 2 19 11,287 1   9 39,329 2 141 34,806

2022 2 32 11,319 3 69 39,398 2 170 34,976

2023 2 19 11,338 3 64 39,462 2 128 35,104

2024 2 23 11,361 3 60 39,522 2 113 35,217

備考

※2022 年に「品質管理セミナー部課長コー
ス」と「TQM セミナー部課長コース」
として開催

※2023 年「TQM セミナー部課長コース」
に統合

※参加人数は書記を含む

品質管理セミナー入門コース（QC 入） QC 手法基礎コース（基礎） QC サークル推進者コース（QCC 推）

実施回数 参加人数 累積人数 実施回数 参加人数 累積人数 実施回数 参加人数 累積人数

2015 6 195 38,037 12 315 4,624 5 150 30,310

2016 6 214 38,251 11 356 4,980 5 145 30,455

2017 6 169 38,420 11 409 5,389 6 166 30,621

2018 6 157 38,577 11 398 5,787 6 201 30,822

2019 6 190 38,767 11 467 6,254 6 190 31,012

2020 4   54 38,821 6 125 6,379 3   41 31,053

2021 4 132 38,953 11 230 6,609 5 104 31,157

2022 5 144 39,097 10 316 6,925 6 132 31,289

2023 5 149 39,246 10 345 7,270 7 140 31,429

2024 5 162 39,408 10 428 7,698 7 163 31,592

備考
※2002 年「QC サークル推進者のための指

導・支援実践力強化コース」と改名

QC サークルリーダー（QCCL） 品質管理通信教育講座（通教） 新QC七つ道具セミナー入門コース（N7）

実施回数 参加人数 累積人数 実施回数 参加人数 累積人数 実施回数 参加人数 累積人数

2015 12 291 81,057 2 1,537 170,268 3 61 24,698

2016 12 248 81,305 2 1,565 171,833 3 54 24,752

2017 12 298 81,603 2 1,597 173,430 3 50 24,802

2018 12 260 81,863 2 1,508 174,938 3 53 24,855

2019 12 247 82,110 2 1,573 176,511 3 46 24,901

2020 1     8 82,118 2 1,449 177,960 ー ー 24,901

2021 9 129 82,247 2 1,304 179,264 1 12 24,913

2022 7 116 82,363 2 1,511 180,775 2 21 24,934

2023 8 128 82,491 2 1,323 182,098 2 30 24,964

2024 8 137 82,628 2 1,254 183,352 2 28 24,992

備考
※2001 年「QC サークルリーダーのための

総合力養成コース」と改名

2

※ 2020 年以降，COVID-19 の影響を受けて開催の見送り，延期，開催方法を変更して対応
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実験計画法セミナー実践コース 多変量解析セミナー入門コース 実践！ソフトウェア品質向上のための技術者セミナー（SQiPEC）

実施回数 参加人数 累積人数 実施回数 参加人数 累積人数 実施回数 参加人数 累積人数

2015 6 212 19,266 2 57 5,952 1 17 4,200

2016 6 248 19,514 2 59 6,011 1 10 4,210

2017 6 225 19,739 2 47 6,058 1 16 4,226

2018 6 202 19,941 2 48 6,106 1 20 4,246

2019 6 143 20,084 2 45 6,151 1 20 4,266

2020 4   83 20,167 1   8 6,159 1   5 4,271

2021 5 101 20,268 1 35 6,194 1   9 4,280

2022 7   91 20,359 3 52 6,246 1   6 4,286

2023 6 123 20,482 3 30 6,276 1   5 4,291

2024 6 119 20,601 5 78 6,354 1   8 4,299

備考

※2015 年から「技術力で差をつけるため
の実験計画法実践セミナー」エントリー
コースとスタンダードコースに分かれて
継続開催（合算の数値）

実践！管理者のためのソフトウェア品質マネジメントセミナー（SQiPMC） 臨床試験セミナー統計手法専門コース（BioS） 臨床試験セミナー統計手法コース（CT）

実施回数 参加人数 累積人数 回数 参加人数 累積人数 回数 参加人数 累積人数

2015 1 12 1,815 26 50 1,406 47 57 3,918

2016 1 15 1,830 27 44 1,450 48 59 3,977

2017 1 16 1,846 28 47 1,497 49 54 4,031

2018 1 11 1,857 29 49 1,546 50 60 4,091

2019 1 16 1,873 30 45 1,591 51 65 4,156

2020 1   7 1,880 31 45 1,636 52 46 4,202

2021 ー ー 1,880 32 50 1,686 53 64 4,266

2022 1 15 1,895 33 49 1,735 54 46 4,312

2023 1 13 1,908 34 48 1,783 55 43 4,355

2024 1   6 1,914 35 41 1,824 56 42 4,397

備考 ※参加人数は書記を含む ※参加人数は書記を含む

信頼性セミナー基礎コース（RE 基礎） FMEA・FTA（REFF） デザインレビュー（REDR）

実施回数 参加人数 累積人数 実施回数 参加人数 累積人数 実施回数 参加人数 累積人数

2015 5 101 0 10 480 35,553 4 105 20,803

2016 5   95 95 11 502 36,055 4   92 20,895

2017 5 106 201 12 520 36,575 4 104 20,999

2018 5 140 341 11 450 37,025 4   90 21,089

2019 5 102 443 10 342 37,367 4   65 21,154

2020 1   50 493 7 162 37,529 3   24 21,178

2021 5   69 562 9 319 37,848 1   10 21,188

2022 5   82 644 12 287 38,135 3   34 21,222

2023 5   71 715 12 256 38,391 3   29 21,251

2024 5   89 804 12 237 38,628 3   36 21,287

備考

※ 2020 年以降，COVID-19 の影響を受けて開催の見送り，延期，開催方法を変更して対応
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品質管理シンポジウム（QCS） クオリティフォーラム 洋上大学（QCC 洋上研修）

実施回数 参加人数 累積人数 実施回数 参加人数 累積人数 回数 参加人数 累積人数

2015 2    438 11,360 1    334 64,561 57   55 17,630

2016 2    453 11,813 1    560 65,121 58   60 17,690

2017 2    355 12,168 1    698 65,819 59   90 17,780

2018 2    376 12,544 1    808 66,627 60 104 17,884

2019 2    366 12,910 1    820 67,447 61   73 17,957

2020 1    113 13,023 1    639 68,086 （62） ー 17,957

2021 2    419 13,442 1    855 68,941 ー ー 17,957

2022 2    603 14,045 1 1,036 69,977 ー ー 17,957

2023 2    865 14,910 1 1,152 71,129 62   44 18,001

2024 2 1,284 16,194 1 1,293 72,422 63   24 18,025

備考
※参加人数は招待者数を含む
※2021 年以降，会場/ オンライン同時開催

※参加人数は招待者数を含む
※2019 ～ 2022 年は COVID-19 の影響で見

送り
※2023 年「海外研修団」として開催

全日本選抜 QC サークル大会 事務・販売・サービス部門（JHS）全日本選抜 QC サークル大会 信頼性・保全性シンポジウム

回数 参加人数 累積人数 回数 参加人数 累積人数 回数 参加人数 累積人数

2015 45    869 61,886 8    414 2,143 45 296 16,907

2016 46 1,036 62,922 9    438 2,581 46 274 17,181

2017 47    904 63,826 10    503 3,084 47 232 17,413

2018 48 1,166 64,992 11    424 3,508 48 268 17,681

2019 49    816 65,808 12    363 3,871 49 268 17,949

2020 50      57 65,865 13    324 4,195 ー ー 17,949

2021 51    270 66,135 14    668 4,863 50 184 18,133

2022 52 1,685 67,820 15    508 5,371 51 180 18,313

2023 53    421 68,241 16 1,351 6,722 52 170 18,483

2024 54    330 68,571 1    210 6,932 53 200 18,683

備考
※参加人数は招待者数を含む
※2020 年以降，会場/ オンライン同時開催
（会場参加数，アカウント数を合算）

※参加人数は招待者数を含む
※2020 年以降，会場/ オンライン同時開催
（会場参加数，アカウント数を合算）

※2024 年「事務・販売・サービス〔含む医
療・福祉〕部門 QC サークルグランドチャ
ンピオン大会（小集団改善活動）」に改名．
会場 / オンデマンド同時開催

※参加人数は招待者数を含む

ソフトウェア品質シンポジウム

回数 参加人数 累積人数

2015 34    556 12,593

2016 35 1,001 13,594

2017 36    757 14,351

2018 37    709 15,060

2019 38    886 15,946

2020 39    617 16,563

2021 40    557 17,120

2022 41    573 17,693

2023 42    630 18,323

2024 43    547 18,870

備考 ※参加人数は本会議の有料参加数

※ 2020 年以降，COVID-19 の影響を受けて開催の見送り，延期，開催方法を変更して対応
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一般財団法人 日本科学技術連盟　定款

第１章　総　　　則

［名　　称］
第１条　この法人は，一般財団法人日本科学技術連盟（英文名 Union of Japanese Scientists and Engineers．

略称「ＪＵＳＥ」）と称する．

［事 務 所］
第２条　この法人は，主たる事務所を東京都新宿区に置く．

２　この法人は，理事会の決議によって，従たる事務所を必要な地に置くことができる．
これを変更又は廃止する場合も同様とする．

　

第２章　目的及び事業

［目　　的］
第３条　�この法人は，科学技術ならびに経営管理技術の振興に必要な諸事業を総合的に推進し，人材

の育成を図り，もって産業と学術・文化の発展に寄与することを目的とする．

［事　　業］
第４条　この法人は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う．

⑴　科学技術・経営管理技術に関する調査及び研究開発
⑵　科学技術・経営管理技術に関する教育及び訓練
⑶　科学技術・経営管理技術に関する奨励・表彰
⑷　科学技術・経営管理技術に関する資格・検定
⑸　科学技術・経営管理技術に関する広報・普及及び出版
⑹　科学技術・経営管理技術に関する国内外の情報の交流及び国際協力
⑺　科学技術・経営管理技術に関する技術相談及び技術指導
⑻　科学技術関係団体及び科学技術者に対する援助と連携の促進
⑼　組織のマネジメントシステムに関する認証
⑽　その他この法人の目的を達成するために必要な事業
２　前項各号の事業は，本邦及び海外において行うものとする．

第３章　財産及び会計

［財産の種別］
第５条　この法人の財産は，基本財産及び運用財産の２種類とする．

２　�基本財産は，この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として，理事会で定

3
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めたものとする．
３　�基本財産は，この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなけ

ればならない．
４　�基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは，評

議員会において，特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上に当たる
多数の承認を受けなければならない．

５　運用財産は，基本財産以外の財産とする．

［財産の管理・運用］
第６条　�この法人の財産は，理事長が管理し，その管理の方法は，理事会の決議によって定める．た

だし，その使途又は管理の方法を指定して寄附された財産については，その指定に従わなけ
ればならない．

［事業年度］
第７条　この法人の事業年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日に終わる．

［事業計画及び収支予算］
第８条　�この法人の事業計画書，収支予算書については，毎事業年度開始の日の前日までに，理事長

が作成し，理事会の承認を受けなければならない．これを変更する場合も，同様とする．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　�前項の書類については，主たる事務所に，当該事業年度が終了するまでの間備え置き，

一般の閲覧に供するものとする．
３　第１項の書類は，電磁的記録をもって作成することができる．

［事業報告及び決算］
第９条　�この法人の事業報告及び決算については，毎事業年度終了後，理事長が次の書類を作成し，

監事の監査を受けた上で，理事会で決定しなければならない．
⑴　事業報告
⑵　事業報告の附属明細書
⑶　�公益目的支出計画実施報告書（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律第 127 条に定める書類）

⑷　貸借対照表
⑸　損益計算書（正味財産増減計算書）
⑹　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
⑺　財産目録
２　前項の書類は，電磁的記録をもって作成することができる．
３　�第１項の決定を受けた書類のうち，第１号，第３号，第４号，第５号及び第７号につい

ては，定時評議員会に提出し，第１号の書類についてはその内容を報告し，その他の書
類については，承認を受けなければならない．

４　�第１項の書類については，毎事業年度の終了後３ヵ月以内に行政庁に提出しなければな
らない．

５　�第１項第４号の貸借対照表は，法令で定めるところにより，定時評議員会の終結後遅滞
なく，公告しなければならない．
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６　�第１項各号の書類及び監査報告を定時評議員会の日の２週間前から主たる事務所に５年
間備え置き，一般の閲覧に供するとともに，この定款を主たる事務所に備え置き，同様
の閲覧に供するものとする．

第４章　評議員及び評議員会

第１節　評議員

［評 議 員］
第10条　この法人に評議員６名以上 12 名以内を置く．

［評議員の選任及び解任］
第11条　�評議員の選任及び解任は，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 179 条から第 195

条の規定に従い，評議員会において行う．
２　評議員を選任する場合には，次の各号の要件をいずれも満たさなければならない．

⑴　�各評議員について，次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分の
１を超えないものであること．

イ　当該評議員及びその配偶者又は３親等内の親族
ロ　当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ　当該評議員の使用人
ニ　�ロ又はハに掲げる者以外の者であって，当該評議員から受ける金銭その他の財産に

よって生計を維持している者
ホ　ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ　�ロからニまでに掲げる者の３親等内の親族であって，これらの者と生計を一にする

者
⑵　�他の同一の団体（公益法人を除く．）の次のイからニに該当する評議員の合計数が評

議員の総数の３分の１を超えないものであること．
イ　理事
ロ　使用人
ハ　�当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定め

のある者にあっては，その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者
ニ　�次に掲げる団体においてその職員（国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く）

である者
　①国の機関
　②地方公共団体
　③独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行政法人
　④�国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条第３項に規定する大

学共同利用機関法人
　⑤地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人
　⑥�特殊法人（特別の法律により特別に設立行為をもって設立された法人であって，総

務省設置法第４条第 15 号の規定の適用を受けるものをいう）又は認可法人（特別
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の法律により設立され，かつ，その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう）
３　評議員を解任する場合は，次の各号のいずれかに該当するときとする．

⑴　職務上の義務に違反し，又は職務を怠ったとき．
⑵　心身の故障のため，職務の執行に支障があり，又はこれに堪えないとき．

［評議員の任期］
第12条　�評議員の任期は，選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員

会の終結の時までとし，再任を妨げない．
２　�任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は，退任した評議

員の任期の満了する時までとする．
３　�評議員は，第10条に定める定数に足りなくなるときは，任期の満了又は辞任により退任

した後も，新たに選任された者が就任するまで，なお評議員としての権利義務を有する．

［評議員に対する報酬等］　
第13条　評議員は無報酬とする．

２　評議員には，その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる．
３　�前項に関し必要な事項は，評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並

びに費用に関する規程による．

第２節　評議員会

［評議員会の設置及び構成］
第14条　この法人に評議員会を置く．

２　評議員会は，すべての評議員をもって構成する．

［評議員会の権限］
第15条　評議員会は，次の事項について決議する．

⑴　理事及び監事の選任及び解任
⑵　理事及び監事の報酬等の支給の基準
⑶　評議員の選任及び解任
⑷　評議員に対する報酬等の支給の基準
⑸　貸借対照表，損益計算書（正味財産増減計算書）及び財産目録の承認
⑹　定款の変更
⑺　基本財産の処分又は除外の承認
⑻　残余財産の処分
⑼　合併，事業の全部若しくは一部の譲渡
⑽　その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

［評議員会の種類及び開催］
第16条　評議員会は，定時評議員会及び臨時評議員会の２種類とする．

２　定時評議員会は，毎事業年度終了後３ヵ月以内に１回開催する．
３　臨時評議員会は，必要がある場合は，いつでも招集することができる．
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［評議員会の招集］
第17条　評議員会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理事会の決議に基づき理事長が招集する．

２　�評議員は理事長に対し，評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して，評議員会
の招集を請求することができる．

３　�前項の規定による請求があったときは，理事長は遅滞なく，評議員会の招集の手続きを
行わなければならない．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

［評議員会の招集の通知］
第18条　�理事長は，評議員会の開催日の５日前までに，評議員に対して，評議員会の日時及び場所並

びに評議員会の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発しな
ければならない．
２　�前項の規定にかかわらず，評議員全員の同意があるときは，招集の手続きを経ることな

く，評議員会を開催することができる．

［評議員会の議長］
第19条　評議員会の議長は，評議員会において，出席した評議員の互選により選出する．

［評議員会の決議］
第20条　�評議員会の決議は，決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出

席し，その過半数をもって行う．
２　�前項の規定にかかわらず，次の決議は，決議について特別の利害関係を有する評議員を

除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない．
⑴　監事の解任
⑵　定款の変更
⑶　基本財産の処分又は除外の承認
⑷　合併，事業の全部若しくは一部の譲渡
⑸　その他法令で定められた事項

３　�理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては，候補者ごとに第１項の決議を行わ
なければならない．理事又は監事の候補者の合計数が第 24 条に定める定数を上回る場合
には，過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を
選任することとする．

［評議員会の決議の省略］
第21条　�理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において，その提案について，議決

に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
は，その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす．
２　�前項の規定により評議員会の決議があったものとみなされた日から 10 年間，同項の書

面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない．

［評議員会の報告の省略］
第22条　�理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において，その事項

を評議員会に報告することは要しないことについて，評議員の全員が書面又は電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときは，その事項の評議員会への報告があったものとみなす．
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［評議員会の議事録］
第23条　�評議員会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する．

２　�前項の議事録には，議長及び出席した評議員のうちから評議員会において選任された議
事録署名人２名が前項の議事録に署名若しくは記名押印する．

第５章　役員等及び理事会

第１節　役員等

［役員の設置］
第24条　この法人に，次の役員を置く．

⑴　理事６名以上 12 名以内
⑵　監事２名以内
２　理事のうち１名を理事長，１名を専務理事とする．
３　理事のうち２名以内を常務理事とすることができる．
４　�第２項の理事長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の

代表理事とし，第３項の常務理事をもって同法第 91 条第１項第２号の業務執行理事と
する．

［役員の選任］
第25条　理事及び監事は，評議員会の決議によって選任する．

２　理事長及び専務理事は，理事会の決議によって理事の中から選定する．
３　常務理事は，理事会の決議によって理事の中から選定することができる．
４　�理事のうち，理事のいずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他法令で定める

特別の関係にある者の合計数は，理事の総数の３分の１を越えてはならない．監事につ
いても，同様とする．

５　�他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互の密接な関係にある
ものとして法令で定める者である理事の合計数は，理事の総数の３分の１を越えてはな
らない．監事についても，同様とする．

６　理事及び監事は，相互に兼ねることができない．

［理事の職務及び権限］
第26条　�理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款で定めるところにより，この法人の業務の執行

の決定に参画する．
２　�理事長は，法令及びこの定款で定めるところにより，この法人を代表し，その業務を執

行する．
３　�専務理事は，理事長を補佐し，理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは，そ

の職務を代行して，法令及びこの定款で定めるところにより，この法人を代表し，その
業務を執行する．

４　常務理事は，専務理事を補佐し，この法人の業務を分担執行する．
５　�理事長及び専務理事並びに常務理事は，毎事業年度に４ヵ月を超える間隔で２回以上，
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自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない．

［監事の職務及び権限］
第27条　監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定めるところにより，監査報告を作成する．　　

２　�監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の報告を求め，この法人の業務及び財
産の状況の調査をすることができる．

３　監事は，その他監事に認められた法令上の権限を行使する．

［役員の任期］
第28条　�理事の任期は，選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会

の終結の時までとし，再任を妨げない．
２　�監事の任期は，選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時までとし，再任を妨げない．
３　�補欠又は増員として選任された役員の任期は，前任者の任期の満了する時までとする．

ただし，監事については増員を適用しない．
４　�理事又は監事は，第 24 条に定める定数に足りなくなるときは，辞任又は任期満了後に

おいても，新たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監事としての権利義務を
有する．

［役員の解任］
第29条　�理事又は監事が，次のいずれかに該当するときは，評議員会の決議によって解任することが

できる．ただし，監事を解任する場合は，特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３
分の２以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない．
⑴　職務上の義務に違反し，又は職務を怠ったとき．
⑵　心身の故障のため，職務の執行に支障があり，又はこれに堪えないとき．

［役員に対する報酬等］
第30条　�役員は，無報酬とする．ただし，常勤の役員に対しては，評議員会の決議により別に定める

役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程に従って報酬を支給することができる．
２　役員には，その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる．

［会　　長］
第31条　この法人に，会長１名を置くことができる．

２　理事長は，理事会の承認決議を経て，理事の中から，会長を委嘱する．
３　会長は，理事長及び専務理事の諮問に応じる．
４　�会長の任期は，選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時までとする．

第２節　理事会

［理事会の設置及び構成］
第32条　この法人に理事会を置く．
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２　理事会は，すべての理事をもって構成する．

［理事会の権限］
第33条　理事会は，この定款に別に定めるもののほか，次の職務を行う．

⑴　この法人の業務執行の決定
⑵　理事の職務の執行の監督
⑶　代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
⑷　評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
⑸　規則の制定，変更及び廃止に関する事項
２　�理事会は，次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができ

ない．
⑴　重要な財産の処分及び譲受け
⑵　多額の借財
⑶　重要な使用人の選任及び解任
⑷　従たる事務所その他の重要な組織の設置，変更及び廃止
⑸　�理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法

人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備

［理事会の種類及び開催］
第34条　理事会は，通常理事会及び臨時理事会の２種類とする．

２　通常理事会は，毎年定期に，年２回開催する．
３　臨時理事会は，次の各号の一に該当する場合に開催する．

⑴　理事長が必要と認めたとき．
⑵　�理事長以外の理事から理事長に対し，理事会の目的である事項を記載した書面をもっ

て招集の請求があったとき．
⑶　�前号の請求があった日から５日以内に，その請求があった日から２週間以内の日を理

事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に，その請求をした理事が招
集したとき．

⑷　監事が必要と認めて理事長に対し，招集の請求があったとき．
⑸　�前号の請求があった日から５日以内に，その請求のあった日から２週間以内の日を理

事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に，その請求をした監事が招
集したとき．

［理事会の招集］
第35条　理事会は，法令及びこの定款に別段の定めのある場合を除き，理事長が招集する．

２　�理事長は，前条第３項第２号又は第４号に該当する場合は，その請求があった日から５
日以内に，その請求があった日から２週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招
集しなければならない．

３　�理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは，その他の代表理事又は業務執行理
事が，理事会を招集する．

４　�理事会を招集するときは，会議の日時，場所，目的である事項を記載した書面をもって，
開催日の５日前までに，各役員に対して通知しなければならない．

５　�前項の規定にかかわらず，役員の全員の同意があるときは，招集の手続きを経ることな
く理事会を開催することができる．　
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［理事会の議長］
第36条　理事会の議長は，理事長がこれに当たる．

２　�第34条第３項第３号又は第５号の規定により臨時理事会を開催したときは，出席した理
事の互選により議長を定める．

［理事会の決議］
第37条　�理事会の決議は，決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し，

その過半数をもって行う．

［理事会の決議の省略］
第38条　�理事が，理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において，その提案につい

て，議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときは，その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする．ただし，
監事が異議を述べたときは，その限りではない．
２　�理事会の決議を省略したときは，決議があったものとみなされた事項の内容，当該事項

を提案した理事の氏名，決議があったものとみなされた日及び議事録の作成に係る職務
を行った理事の氏名を議事録に記載又は記録しなければならない．

［理事会の報告の省略］
第39条　�理事又は監事が，理事及び監事の全員に対し，理事会に報告すべき事項を通知した場合にお

いては，その事項を理事会に報告することを要しない．
２　前項の規定は，第26条第５項の規定による報告には適用しない．

［理事会の議事録］
第40条　理事会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する．

２　出席した理事長及び専務理事並びに監事は，前項の議事録に記名押印する．

第６章　賛助会員

［賛助会員］
第41条　この法人の目的に賛同し，後援する個人又は団体を賛助会員とすることができる．

２　会員に関する必要な事項は，理事会の決議により，別に定める賛助会員規則による．

第７章　定款の変更，合併，事業の譲渡，解散，精算

［定款の変更］
第42条　�この定款は，評議員会において，特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以

上に当たる決議によって変更することができる．
２　前項の規定は，この定款の第３条及び第４条及び第 11 条についても適用する．



日科技連80周年史  ■  91

第4部  ■  資料編

［合 併 等］
第43条　�この法人は，評議員会において，特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以

上に当たる議決により，他の一般社団及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併，事
業の全部又は一部の譲渡をすることができる．

［解　　散］
第44条　�この法人は，基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定

められた事由によって解散する．

［剰余金及び残余財産の処分等］
第45条　この法人は，剰余金の分配を行わない．

２　�この法人が清算する場合において有する残余財産は，評議員会の決議を経て，公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第 17 号に掲げる法人又は国若しく
は地方公共団体に贈与するものとする．

第８章　公告の方法

［公告の方法］
第46条　この法人の公告は，電子公告により行う．

２　�事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は，官
報に掲載する方法による．

第９章　事務局

［設 置 等］
第47条　この法人の事務を処理するため，事務局を設置する．

２　事務局には，事務局長及び所要の職員を置く．
３　事務局長は，理事長が理事会の承認を得て任免する．
４　職員は，理事長が任免する．
５　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は，理事長が制改廃する．

［備付け帳簿及び書類］
第48条　�この法人は，法令及びこの定款で定めるところにより，主たる事務所に，次に掲げる帳簿及

び書類を備え置き，かつ，保存しなければならない．
⑴　定款
⑵　評議員，理事及び監事の名簿
⑶　認定，許可，認可等及び登記に関する書類
⑷　評議員会及び理事会の議事に関する書類
⑸　役員等の報酬規程
⑹　事業計画書及び収支予算書
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⑺　第９条第１項各号の書類
⑻　監査報告
⑼　その他法令で定める帳簿及び書類
２　前項各号の帳簿及び書類の閲覧については，法令の定めるところによる．

第 10 章　補則

（細　　則）
第49条　�この定款に定めるもののほか，この法人の運営に必要な事項は，理事会の承認を受けて理事

長が別に定める．

附　則

１　�この定款は，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第１項において読み替
えて準用する同法第 106 条第１項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する．

２　�一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第１項において読み替えて準用する
同法第 106 条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったとき
は，第７条の規定にかかわらず，解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし，設立の登記の日
を事業年度の開始日とする．

３　この法人の最初の理事長及び専務理事は，次に掲げる者とする．
理事長　　　　蛇川 忠暉
専務理事　　　三田 征史

４　この法人の最初の常務理事は，次に掲げる者とする．
常務理事　　　小大塚 一郎

平成 24 年 ４ 月１日施行
平成 26 年 11 月１日改正
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日科技連組織図

業 務 管 理 セ ン タ ー 経 理 グ ル ー プ

総 務 グ ル ー プ

広 報 グ ル ー プ

国 際 グ ル ー プ国 際 セ ン タ ー

デミング賞委員会事務局

品質経営創造センター

品質経営推進センター 品質経営・SQiP・MS・QCCグループ

SQC・信頼性・医薬統計グループ

営 業 ・ 企 画 グ ル ー プ

業 務 推 進 グ ル ー プ

上 級 経 営 管 理 者 M S 審 査 員 研 修

QCサークル本部事務局 QCサークル支部・地区

QCサークル誌販売・編集

大 阪 事 務 所

サステナブル経営推進室

上級経営管理者

登 録 業 務 課

品質・環境・労安審査室

情報セキュリティ審査室

食 品 安 全 審 査 室

審 査 管 理 課

品 質 保 証 課

普 及 支 援 課

業務部

審査部

管理部

支援部

Ｉ Ｓ Ｏ 審 査
登録センター

経営企画室

圓川　隆夫
沖村　憲樹
押村征二郎
日下部保雄
齋藤　愛子
戸羽　節文
角田　伸一
福丸　典芳
村川　賢司

評議員

小堀　秀毅
佐々木眞一
小野寺将人
小原　好一
久米　　正
島田　尚徳
鈴木　和幸
照井　恵光
原　　和彦

会　長
理事長
専務理事
理　事

水流　聡子
畠山　一成

監 事

評議員会

理 事 会

事務局長

2025年４月現在
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　本記念史は，一般財団法人日本科学技術連盟が創立 80 周年という大きな節目を迎え
るにあたり，この 10 年間の歩みを中心に，その活動と軌跡を記録としてまとめたもの
です．編集にあたっては，過去の資料の整理・確認に加え，多くの関係者の協力のもと，
事業活動の変遷や取り組みの背景を可能な限り正確に記述するように努めました．
　しかしながら，限られた紙幅の中で，その全てを網羅するには至らず，記述の不十
分な点もあろうかと思われます．この点については，今後の課題として引き継ぎたい
と考えております．

　この 10 年の社会情勢を振り返ると，デジタル化の進展，グローバル競争の激化，そ
して社会環境の急速な変化の中で，品質経営のあり方そのものが問われ続けた時代だっ
たと思います．こうした状況のもと，当財団は，経営全体で品質を高める取り組みの
深化や，QC サークル活動（小集団改善活動）の広がり，ISO に基づくマネジメントシ
ステム審査の充実・高度化などを通じて，日本の品質経営の向上に寄与してきました．
　近年では，AI やデータ活用の進展により，品質の概念も新たな段階へと進みつつあ
ります．このような変化の中においても，「品質を通じて社会に貢献する」という創立
以来の理念は，今後も変わることなく継承されていくべきものであると考えます．
　本記念史の刊行にあたっては，広報グループが中心となって企画を進め，全部門の
担当者が原稿の執筆にあたりました．多くの関係者の協力のもと，本書をまとめるこ
とができましたことを心より感謝申し上げます．
　本記念史が，これまでの日科技連の歩みを振り返るとともに，次の時代に向けた新
たな価値創造の一助となれば幸いです．

� （鈴木　真　記） 

編　集　後　記


